
島 根 県 報第�����号 平成��年��月��日 (�)

� �

� �

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の一部を改正する規則 (廃棄物対策課) �

島根県会計規則の一部を改正する規則 (会 計 課) �

� �

県政情報センター等設置運営要綱の一部改正 (総 務 課) �

職員の研修に関する事務の受託の廃止 (人 事 課) �

森林法第��	条の規定による告示及び掲示 (森 林 整 備 課) �

漁業災害補償法の規定に基づく同意 (水 産 課) �

島根県漁業近代化資金利子補給事業実施要綱の一部改正 ( 〃 ) �

島根県漁業経営維持安定資金利子補給事業実施要綱の一部改正 ( 〃 ) �

道路の区域の変更 (道 路 維 持 課) �

道路の供用開始 ( 〃 ) 


� �

肥料の登録の更新 (生 産 振 興 課) 


���	��

空港用�����立級大型化学消防車調達に係る一般競争入札の実施 (港 湾 空 港 課) 



��

島根県教育委員会教職員等表彰規程の一部改正 (教育庁総務課) ��

� �

平成��年��月�日付け島根県報第�����号中 (審 査 課) ��

����������������������������������������������������
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平成��年��月��日 (金)

� ������
(毎週火・金曜日発行)

�������������	
������	����

�������������

◇���� !�"#$%�&'()*+,-.��/012�()��（規則第
�号）

 規則の概要

� 引取業者及びフロン類回収業者の登録簿の閲覧場所を、本庁廃棄物対策課及び各保健所とすることとし

た。（第�条関係）

� 引取業者及びフロン類回収業者の廃業等届出書の様式を定めることとした。（様式第号関係）

� その他規定の整備

� 施行期日

平成�
年月日から施行することとした。

◇34567���/012�()��（規則第
	号）

 規則の概要

西郷教育事務所を隠岐教育事務所に改正することとした。（別表第条関係）

� 施行期日

�����������������������������������������������
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島 根 県 報

� �

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の一部を改正する規則

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則（平成��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

第�条を削る。

第�条中「法第��条」を「法第��条第	項（法第�
条において準用する場合を含む。）又は第��条」に、
「解体業
破砕業

廃業

等届出書
」
を

「引 取 業

フロン類回収業

解 体 業

破 砕 業 」

廃業等届出書 に改め、同条を第�条とし、第	条の次に次の	条を加える。

（引取業者等登録簿の閲覧場所）

�
� 法第��条の規定による引取業者登録簿の閲覧の場所及び法第�
条で準用する法第��条の規定によるフロン類回収

業者登録簿の閲覧の場所は、別表のとおりとする。

第�条第	項中「（様式第�号）」を「（様式第�号）」に改め、同条第�項中「（様式第号）」を「（様式第�

号）」に改める。

附則の次に次の別表を加える。

�（第�条関係）

様式第	号を次のように改める。

第�����号 平成��年��月��日(�)

閲 覧 場 所 所 在 地

環境生活部廃棄物対策課 松江市殿町	番地

松江保健所 松江市大輪町���番地

雲南保健所 雲南市木次町里方���番地	

出雲保健所 出雲市塩冶町���番地	

県央保健所 大田市長久町長久ハ�番地	

浜田保健所 浜田市片庭町���番地

益田保健所 益田市昭和町��番地	

隠岐保健所 隠岐郡隠岐の島町港町塩口��番地

平成��年��月	日から施行することとした。
�
�

�����������������������������������������������

�
�
�



島 根 県 報第�����号 平成��年��月��日 (�)

�����（第�条関係）

引 取 業

フロン類回収業

解 体 業

破 砕 業

廃業等届出書

年 月 日

島根県知事 様

郵便番号

住 所

届出者 氏 名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

使用済自動車の再資源化に関する法律

第 �	 条 第 
 項

第��条で準用する第�	条第
項

第 �� 条

第 �条 で 準 用 す る 第��条

の規定により、次のとおり届け出ます。

注 
 「業種」の欄は、該当する項目を○で囲むこと。

� 解体業又は破砕業の場合は、許可証を添付すること。

廃業等に係る登録・

許可の内容

氏 名 又 は 名 称

業 種
引 取 業 フロン類回収業

解 体 業 破 砕 業

登 録 ・ 許 可 番 号

登録・許可の有効期間
年 月 日から

年 月 日まで

廃 業 等 の 年 月 日 年 月 日

廃 業 等 の 理 由



島 根 県 報

様式第�号及び様式第�号を削り、様式第�号を様式第�号とし、様式第�号を様式第�号とする。

� �

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

島根県会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

�������	


島根県会計規則の一部を改正する規則

島根県会計規則（昭和��年島根県規則第号）の一部を次のように改正する。

別表第�隠岐支庁の項中「西郷教育事務所」を「隠岐教育事務所」に改める。

� �

この規則は、平成��年��月�日から施行する。

� �

����������


県政情報センター等設置運営要綱（平成�年島根県告示第���号）の一部を次のように改正する。

平成��年�	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

第�条第�項の表木次地区県政情報コーナーの項中「大原郡木次町」を「雲南市」に、「仁多郡、大原郡」を「雲南

市、仁多郡」に改め、同表益田地区県政情報コーナーの項中「、美濃郡」を削る。

� �

この告示は、平成��年��月�日から施行する。

����������


地方自治法（昭和年法律第��号）第
条の��第�項の規定に基づき、平成��年�	月��日をもって、次に掲げる町村

の職員の研修に関する事務の受託を廃止するので、同法第
条の��第�項において準用する同法第
条の�第�項の規

定により告示する。

平成��年�	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

町村

大原郡大東町

大原郡加茂町

大原郡木次町

飯石郡三刀屋町

飯石郡吉田村

飯石郡掛合町

美濃郡美都町

美濃郡匹見町

第�����号 平成��年�	月�
日(�)



島 根 県 報

��������	
��

平成��年農林水産省告示第�����号で保安林の指定施業要件を変更された次の保安林については、当該処分に係る通知

の相手方が不分明であるので、森林法（昭和��年法律第���号）第���条の規定に基づき、その通知の内容を益田市役所及

び匹見町役場に掲示するとともにその要旨を告示する。

平成��年�	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 保安林の所在場所及び不分明である通知の相手方

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

��������	
�

次の加入区の漁業の区分については、漁業災害補償法（昭和�年法律第�
�号）第�	�条第�項の規定による同意があっ

たと認めたので、同条第�項において準用する同法第�	
条の�第�項の規定により告示する。

平成��年�	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 加入区の名称

松江市加入区

� 加入区の区域

松江市漁業協同組合の地区の区域

� 漁業の区分

漁業災害補償法に規定する加入区の設定（平成��年島根県告示第��	��号）の漁業災害補償法第�	�条第�号に掲げる

漁業の表�の項漁業の区分の欄の�に掲げる漁業の区分

第�����号 平成��年�	月�
日 (
)

保 安 林 の 所 在 場 所 不分明である通知の相手方

(市）郡 (町）村 大 字 地 番 保安林の所有者 住 所

(益田） (白岩） ― ロ�	からロ��まで、ロ��

内�、ロ�からロ�	まで、

ロ�	続�、ロ��からロ��

まで、ロ��続�、ロ�
、ロ

��、ロ�
、ロ�
内�、ロ

�
続�、ロ�
内�からロ

�
内�まで、ロ�
―�、ロ

�
―�、ロ�
内�からロ

�
内�まで、ロ�
―��、ロ

�
内�
からロ�
内��まで、

ロ�
―��、ロ�
―�	、ロ

�
―�

黒谷真司 広島県東広島市高屋町大字中島

�	��―�

美濃 匹見 澄川 イ���、イ����、イ����内�

からイ����内�まで、イ

����―�、イ����内�

大平朋一 美濃郡匹見町大字澄川イ���―

�



島 根 県 報

��������	
��

島根県漁業近代化資金利子補給事業実施要綱（平成��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

 �

� この告示は、平成��年��月��日から施行する。

	 この告示による改正後の島根県漁業近代化資金利子補給事業実施要綱の規定は、平成��年
月��日以後に貸し付けら

れた島根県漁業近代化資金について適用し、同日前に貸し付けられた島根県漁業近代化資金については、なお従前の例

による。

��������	
��

島根県漁業経営維持安定資金利子補給事業実施要綱（平成��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�条第	号中「��パーセント」を「��パーセント」に改める。

 �

� この告示は、平成��年��月��日から施行する。

	 この告示による改正後の島根県漁業経営維持安定資金利子補給事業実施要綱の規定は、平成��年
月��日以後に貸し

付けられた島根県漁業経営維持安定資金について適用し、同日前に貸し付けられた島根県漁業経営維持安定資金につい

ては、なお従前の例による。

��������	
��

道路の区域の次のように変更したので、道路法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する土木建築事務所において一般の

縦覧に供する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�����号 平成��年��月��日(�)

別表中

｢

｣

を

｢

｣

に改める｡

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年��％以内

年��％以内



島 根 県 報

��������	
��

道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する土木建築事務所において一般の

縦覧に供する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

 �

肥料取締法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定により、次の肥料の登録を更新したので、同法第��条第	項

の規定により公告する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� � � �  �

次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第���条の
第	項及び地方公共団体

の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成�年政令第���号）第
条の規定により公告する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

	 調達内容

第����号 平成��年��月��日 (�)

道路の
種 類

路 線 名

道 路 の 区 域 管轄する土
木建築事務
所の名称

備 考
区 間

変更前
後の別

敷地の幅員 延 長

県 道 八束松江線

八束郡八束町大字江島
����―��番地先から同
大字����―��番地先ま
で

前
メートル

�����～
�����

メートル
������

松 江 土 木
建築事務所

道路改良工事

拡幅後
�����～

�����
������

道路の
種 類

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 延 長
供用開始
年 月 日

管轄する土
木建築事務
所の名称

備 考

県 道 八束松江線
八束郡八束町大字江島����―��番地先か
ら同大字���―��番地先まで

メートル
������

平成��年
��月��日

松 江 土 木
建築事務所

登録番号 肥料の種類 肥料の名称
保証成分量
(％)

その他の規格
生産業者の氏名又は
名称及び住所

登録有効
期限

島肥登

第���号

豆腐かす乾燥肥

料
オカラ肥料 窒素全量 ��� 該当なし

有限会社みずほ食品

島根県邑智郡邑南町

出羽���番地�

平成��年

��月��日



島 根 県 報

� 調達件名及び数量

空港用�����立級大型化学消防車 �台

� 調達物品の特質等

調達物品の性質等に関し、入札説明書で指定する特質等を有すること。

� 納期限

平成��年�月�日

� 納入場所

島根県益田市内田町イ	
�

島根県益田土木建築事務所石見空港管理所

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の�パーセントに相当する額を加算した額（当該金額

に�円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の��	分の���

に相当する金額を入札書に記載すること。

 入札参加資格

� 入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。

イ 地方自治法施行令第���条の�の規定に該当しない者であること。

ロ 物品の製造の請負及び売買に係る入札参加資格審査要綱（昭和�	年�月�日島根県告示第�号）第�条の規定に

より、入札に参加する者に必要な資格があると開設の日の前日までに知事の承認を受け、物品の製造の請負及び売

買に係る入札参加資格者名簿（��車輌類）に格付Ａで登載された者であること。

ハ 空港用�����立級大型化学消防車調達に係る物件（以下「調達物件」という。）の提案をした者であって当該提

案について要求仕様を満たすものであると開札の日の前日までに知事の承認を受けた者であること。

� 入札の参加資格審査を申請する者は、入札参加資格審査申請書（以下「資格審査申請書」という。）を提出し、資

格審査申請書に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

イ 提出期間

平成��年��月�日から平成��年��月��日（島根県の休日を定める条例（平成元年島根県条例第�号）第�条第�

項に規定する県の休日を除く。）とする。

ロ 提出時間

午前�時から正午及び午後�時から午後�時まで（郵送による場合も平成��年��月��日午後�時までに到着して

いること。）

ハ 提出場所

〒�
�―�	�� 島根県松江市殿町�番地 島根県出納局会計課

電話 ��	�―��―	��� ファクシミリ ��	�―��―	
��

ニ 提出方法

持参又は郵送により提出するものとする。

� 入札の参加を希望する者は、調達物件の提案を記載した書類（以下「調達物件提案書」という。）を提出し、調達

物件提案書に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

イ 提出期間

原則として平成��年��月�日から平成��年��月�	日とする。ただし、平成��年��月�	日から開札の日の前日まで

の期間内に提出することを妨げるものではない。

ロ 提出時間

午前�時から正午及び午後�時から午後�時まで（郵送による場合も平成��年��月�	日午後�時までに到着して

いること。）

第�����号 平成��年��月�	日(�)



島 根 県 報

ハ 提出場所及び提出方法

�の�に掲げる場所へ、持参又は郵送により提出するものとする。

ニ 承認審査の打ち切り

イのただし書に規定する期間内に調達物件提案書を提出した場合において開札の日の前日までに審査を終了する

ことができないときは、審査を打ち切るものとする。

� 入札手続き等

� 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

〒���―���� 島根県松江市殿町�番地 島根県土木部港湾空港課

電話 ���	―		―��
� ファクシミリ ���	―��―�	�


� 入札説明書の交付方法

平成��年��月��日から平成��年��月��日までの間、交付場所において交付するものとする。

� 入札書の受領期限及び場所

イ 期限 平成��年�	月�日午後時（郵便又は信書便による入札にあっては、正午までに到着していること。）

ロ 場所 平成��年�	月�日正午までは上記�に掲げる場所とし、それ以降は下記�ロに掲げる場所とする。

� 開札の日時及び場所

イ 日時 平成��年�	月�日（金）午後時

ロ 場所 島根県松江市殿町�番地 島根県庁会議棟第�会議室

� その他

� 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨とする。

� 入札保証金

入札者が見積った契約金額の���分の�以上を入札書の提出時に納付すること。ただし、島根県会計規則（昭和��

年島根県規則第		号）第��条の各号に該当する場合は、免除する。

� 契約保証金

契約金額の���分��以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第��条の各号に該当する場合は免除する。

� 入札者に要求される事項

この入札に参加を希望する者は、封印した入札書に入札説明書で示した書類を添付して入札書の受領期限までに提

出しなければならない。

� 入札の無効

本公告に示した入札参加資格のない者が入札をしたとき、入札に求められる義務を履行しなかったときその他島根

県会計規則第��条各号に該当するときは、当該入札者の入札は無効とする。

� 契約書の作成の要否

要する。

� 落札者の決定方法

調達物件提案書により本公告に示した調達内容を履行できると知事が判断した資料を添付して入札書を提出した入

札者であって、島根県会計規則第�	条の規定に基づき定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とする。

� その他

詳細は入札説明書による。

� �������

� �������������������� �!����"�#��$�!��" �#��：��%��!���&��# '�����

� (�#����(�����(�)�*���：+����,	���

� -)�"���(�)�*���：./���%��!���%�����#�������0���"�,� �����-����"����

第�,���号 平成��年��月��日 (�)
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本 庁

教 育 事 務 所

埋蔵文化財調査センター

教 育 機 関

県 立 学 校

島根県教育委員会教職員等表彰規程（昭和��年島根県教育委員会訓令第1号）の一部を次のように改正する。

平成��年��月��日

島根県教育委員会委員長 中 村 俊 郎

第2条を次のように改める。

（表彰の方法）

��� 表彰は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

� 永年勤続教職員等表彰 表彰状の授与

� 功績顕著教職員等表彰 表彰状の授与及び賞品又は賞金の授与

� �

この訓令は、平成��年��月��日から施行し、平成��年度に行う表彰から適用する。

� �

平成��年��月3日付け島根県報第�����号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

第�����号 平成��年��月��日(��)

ページ 行 誤 正

3 下から2 石見エアターミナルビル株式会社 石見空港ターミナルビル株式会社


